
 

〇雨天時等における公園内屋外体育施設の使用中止判断基準について 

 

公園内屋外体育施設使用の可否につきましては、施設の状態が悪くケガをする恐れの

ある場合のほか、より多くの方が利用できるように使用可否の判断をしています。  

目安は下記のとおりです。ただし、その時々の状況に応じて、管理者が現地を見て判

断しています。 

                    記 

【共通事項】 

 雨天時等における施設の使用可否については、原則、一般利用の場合は管理者判断、

大会利用の場合は主催者判断とします。 

 ただし、大会であっても雷・台風、強風、光化学スモッグ注意報発令時など、危険を

伴う場合は、利用を中止させていただく場合があります。 

 なお、雨天時等に大会を主催者判断で開催した場合は、使用後、主催者による現状回

復をお願いします。 

 

【庭球場（小櫃堰公園）】 

１．降雨（降雪）時 

２．コートに水たまりがある場合 

３．雷・台風など危険な場合 

４．強風（風速１１ｍ／ｓが１０分以上続いた場合） 

５．光化学スモッグ注意報発令時 

 

※冬季に朝霜によりコートが凍結した時に、部分的に規制をかけることがあります。 

 

 

【多目的広場（小櫃堰公園）】 

１．雷・台風など危険な場合 

２．強風（風速１１ｍ／ｓが１０分以上続いた場合） 

３．光化学スモッグ注意報発令時 

 

※雨天時も利用可能です。 

 

 


